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美術作品取得事業

１　事業概要

　美術作品の購入及び運用益金の積立。

　美術作品は市場流通性が高いことから、優れた美術作

品が市場に出た場合に機動的に対応するため、埼玉県美

術作品取得基金を活用して作品を購入する。

　また、地方自治法第241条第4項により、基金から生じ

た運用益を基金に積み立てる。

（１）美術作品の購入　  3,300千円

（２）運用益金の積立　　　　2千円

２　事業主体及び負担区分

　 (県10/10)

３　地方財政措置の状況

  普通交付税(単位費用)

  (区分)その他の教育費　(細目)社会教育費

  (細節)社会教育施設費

  (積算内容)博物館費

４　事業費に係る人件費、組織の新設、改廃及び増員

　9,500千円×0.2人＝1,900千円

５　事業説明
（１）事業内容
　　　優れた美術作品を鑑賞する機会を県民に提供する。
　　　優れた埼玉ゆかりの美術作品を収集し、県民の財産として適切に保管管理する。
　　ア　美術作品購入費　　3,300千円
　　イ　運用益金の積立　　　　2千円
（２）事業計画
　　　優れた美術作品を購入することで、県民の財産にふさわしい優れた美術作品を体系的に収集保存し、優れた
　　芸術作品を県民の財産として保護し、広く鑑賞の機会を提供する。
　　　よって、心豊かで創造性に富む県民生活の向上に資する。
（３）事業効果
　　ア　アウトプット
　　　　基金に属する美術作品（「飛び石」福岡道雄作）を買い戻すことにより、基金に属する現金が増加し、美術
　　　作品（塗師祥一郎作「山村」）を購入することが可能となる。
　　イ　アウトカム
　　　(ｱ) 来年度、「未来に語り継ぎたい埼玉の風景・人」展で塗師祥一郎の特集展示を企画している。

　　　　ある塗師氏に対する的確な評価を得るに足る魅力ある展覧会とすることができる。
　　　　当該作品を購入することにより、氏の代表作が確実に展示できるようになり、埼玉県を代表する美術家で

　　　(ｲ) 本県代表作家である塗師氏の油彩画は、県立近代美術館として必須の収集作品であり、氏の代表作を購入
　　　　することで、本館と関係者の信頼関係がより醸成され、今後の収集活動の促進に寄与する。
　　　(ｳ) 本県の代表作家の美術品の散逸を防ぎ、長く後世に渡り県民の財産として、県内外に広く鑑賞の機会を
　　　　提供することができる。
（４）その他
　　　変更事項：予算額3,300千円の増（美術作品の買戻し予算）

(単位：千円)

分野施策


